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（遵守すべき関係法令） 

第１条 業務の履行にあたり，受託者が遵守しなければならない関係法令は，特記別表 1 のとおり

とする。 

 

（業務の範囲及び業務対象施設等） 

第２条 本業務の適用範囲は，川田水再生センターの処理施設とする。 

２ 業務の対象施設は，特記別表２に掲げる施設とする。 

３ 業務場所の所在地，名称及び対象施設の概要は，特記別表３に示すとおりとする。 

４ 業務対象設備は，特記別表４に示すとおりとする。 

５ 新規稼動施設等の設定（業務期間中に新規稼動又は休廃止する業務対象施設及びその日程）は，

特記別表５に示すとおりとする。 

 

（対象とする主な業務） 

第３条 本業務が対象とする主な業務は，次の各号のとおりとする。 

(1) 水再生センターの運転操作及び監視に関する業務 

(2) 中継ポンプ場の監視に関する業務 

(3) 設備の保守点検に関する業務 

(4) 特記仕様書で規定する施設管理に関する業務 

(5) エネルギー管理及び温室効果ガスに関する業務 

(6) 環境計測に関する業務 

(7) 環境対策に関する業務 

(8) 修繕に関する業務 

(9) 物品等の調達及び管理に関する業務 

(10) ストックマネジメントに関する業務 

 

（対象業務の内容） 

第４条 前条に規定する業務は，第２条で規定する対象施設について，その設置の目的に適合した

運転管理，施設の正常な運転を確保するための保守点検及びその他の関連業務とする。また，業

務履行において規制を受ける放流水等の排出基準及び規制基準は関係法令の基準を遵守すると

ともに，業務要求水準書に示す業務要求水準を確保すること。 

２ 業務内容は次のとおりとする。 

(1) 水再生センターの運転操作及び監視に関する業務 

ア 水処理，汚泥処理及び浄化槽汚泥等受入施設は，特記別表３に示すとおりとする。 

イ 各施設の運転状況を確認し，適切な操作を行うこと。（建築付帯設備等を含む。） 

ウ 下河原水再生センターからの受水について，委託者の指示に従い適切に行うこと。 

エ 委託者が提示する脱水汚泥搬出計画に従い，適切に汚泥の処理を行うこと。なお，汚泥の

処理は場外搬出車両への積込みまでとする。 
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オ 外部汚泥について，委託者と協議の上，受入処理すること。 

カ 電力・薬品使用量等を監視し，適切な操作を行うこと。 

キ 委託者が行う修繕・工事等による停止，試運転立ち会い・再立ち上げ運転作業を行うこと。

なお，既設設備を利用する場合の排水作業，その他の作業を含む。 

ク 沈砂の場内運搬作業及びスクリーンかすの場外搬出作業を，車両の調達を含め行うこと。

なお，場外搬出作業に使用する車両には「宇都宮市上下水道局 川田水再生センター 委

託車」と表示すること。 

ケ スクリーンかすの場外搬出作業は委託者の指示に従い行うこと。 

コ 大雨・台風・地震・その他重大事故（施設の損壊，設備の重大な損壊，不時の停電，異常

流入水，水質の悪化及び機器異常）等の緊急事態に対しては，施設能力の範囲において適

切な運転変更を行うこと。ただし，委託者が指示した場合は，委託者の指示にしたがって

運転方法の変更その他の対応措置を行うこと。 

サ 停電の発生に対して，適切な運転対応，復電作業を行うこと。  

(2) 中継ポンプ場の監視に関する業務 

ア 対象とする中継ポンプ場は，特記別表２に示すとおりとする。 

イ 対象とするポンプ場の故障等の異常発生時には，委託者の指示に従い，速やかに連絡する

こと。 

(3) 設備の保守点検に関する業務 

ア 水再生センターの設備機器（機械，電気，計装，監視，建築土木付帯）・安全設備・各棟

（建築土木は点検のみ）の保守点検・整備を行うこと。 

イ 設備機器の性能及び機能確認については，必要に応じて計測器等を用いて行うとともに，

予防診断により適切な早期対応や故障防止を図り，設備寿命や水質等に悪い影響を出さな

いこと。 

ウ 法令等で定める定期自主検査・点検を行うほか，法定検査の立会いを行うこと。 

エ 防犯・事故防止のため，巡回点検，滞水時の排水作業，草刈，樹木せん定等を行うこと。 

(4) 施設管理に関する業務 

ア 施設管理に関する業務は，各種法律に基づく専門点検，法定検査用点検・整備，性能維持

用の専門点検（以下「専門点検」という。）のほか，施設の美観・安全・衛生的環境維持の

ため，毎年度計画的に実施すること。 

イ 特記別表６に示す業務の内容は縦覧資料に示す。 

ウ 専門点検の実施においては，製造業者等の報告書を基本とするほか，当該年度定期部品交

換を含めて，毎年度計画的に実施すること。 

エ 専門業者をして業務を実施する場合においては，受託者自らの責任において業者への指導

監督を行うこと。なお，実施状況等について委託者に報告すること。 

オ 受託者は，継続的な業務にあっては実施ごとに，また継続的な業務を含めて各業務完了時

に，その実施結果を委託者に報告し，確認を受けること。 
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(5) エネルギー及び温室効果ガスに関する業務 

ア エネルギー使用の合理化に関する法律に基づく定期報告書を作成すること。 

イ エネルギー使用の合理化に関する法律に基づく中長期計画書の作成に協力すること。なお，

中長期計画作成時は，エネルギー管理士免状の交付を受けているものを参画させること。 

ウ 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量の報告書を作成するこ

と。 

エ エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づくエネルギー管理標準の作成，実施及び改

善の継続。 

オ その他省エネルギー等に関する業務について，受託者は委託者に協力すること。 

(6) 環境計測に関する業務 

ア 「下水道維持管理指針（公益財団法人日本下水道協会）」「下水道試験方法（公益社団法人

日本下水道協会）」に準拠し，水質試験等を実施すること。実施に当たっては，施設の特性，

実績等を考慮し，試験項目，頻度，方法等を選定し，委託者の承認を得るとともに，維持

管理上必要な試験結果のほか，特記別表７に示す試験結果を委託者に提出すること。 

イ 水質計測機器や水質モニター計の維持管理・臭気測定を行うこと。 

ウ その他維持管理上必要な業務を行うこと。 

(7) 環境対策に関する業務 

ア 臭気，騒音その他の環境対策。 

イ しさ・沈砂搬出作業に係る環境対策。 

ウ 環境マネジメントシステム（ISO14001）に係る環境保全活動への協力。 

(8) 修繕業務 

ア 修繕の範囲は，すべての対象施設において，偶発的な故障に対して行う機能回復のための

修繕，設備等を良好な状態に維持又は保全するために行う修繕のうち，委託者が行う計画

修繕及び工事（縦覧資料に示す。）を除く修繕とし，1 件当たりの費用は 130 万円以下（税

込み）とする。なお，1 件とは，機械設備及び電気設備においては機器単位とし，その他の

施設設備においては機能を発揮する最小単位を原則とする。 

イ 修繕で交換対象とする機器類は，原則として，「下水道施設の改築について」（平成 15.6.19

国都下事第 77 号下水道事業課長通知）に提示される小分類未満のものとする。 

ウ 受託者の責に帰する施設・設備の故障，破損，不具合等に対する修繕は，受託者が実施す

るものとする。 

エ 委託者が行う計画修繕と密接に関連する設備等の故障が，委託者と請負者との契約締結前

に発生した場合，その故障に対する機能回復のための修繕は受託者が実施しなければなら

ない。ただし，この場合の実施方法等については委託者が指示できるものとする。 

(9) 物品等の調達及び管理に関する業務 

ア 対象とする物品等は，施設の運転，保守点検，修繕，補修塗装，その他業務の実施に必要

な全ての物品等とする。 

（物品等とは，備消耗品費，燃料費，光熱水費，施設管理費，修繕費，動力費，薬品費，
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材料費等に該当する物品費で主なものを以下に示す。） 

電力，水道，手数料（しさ廃棄物処理），燃料（プロパンガス，A 重油など），工業用薬品

（次亜塩素酸ナトリウム，高分子凝集剤，凝集剤，起泡助剤，苛性ソーダ，清缶剤，工業

塩，消臭剤，消泡剤），電気・機械用消耗品・交換部品（潤滑油脂類，ケーキ供給ポンプ

用ステータ，各フィルター類，リレー，マグネット，アイソレータなど），雑品類（ボル

ト，パッキン，ウエス，洗油等），工具（特殊工具含む），各種材料（電線・電線管類，配

管材料，鋼材），補修用塗料類，理化学器具類，分析用薬品，清掃用具類，用具類，コピ

ー等消耗品など 

イ 調達及び管理を適切に行うものとし，契約及び支払を含む。ただし，水道の支払契約は受

託者とし，支払対象期間については，委託者と受託者が協議し決定すること。 

ウ 調達した物品等は委託者に帰属するものとし，契約終了にあたっては，委託者に引き渡す

こと。ただし，技術提案に伴い調達した物品等の取扱いについては，委託者と受託者とが

協議して定める。 

(10) ストックマネジメントに関する業務 

ア 受託者は，委託者の求めに応じ，実施した点検，修繕等の情報を，委託者のストックマネ

ジメント支援システムに反映させること。 

イ その他ストックマネジメントに関する業務について，受託者は委託者に協力すること。 

 

（業務の報告等） 

第５条 仕様書第 19条に規定する業務報告書等の提出期限は次のとおりとする。 

(1) 業務日誌類は，原則，翌日（休日等の場合はその翌日）に提出する。（帳票を含む） 

ただし，維持管理の状況その他の事情により，委託者の承認を得たときは，翌週に提出す

ることができる。 

(2) 毎月の業務報告書類は，当月末から 1週間以内にに提出すること。 

(3) 年間の業務報告書については，年度末から 2週間以内に提出すること。 

(4) その他委託者が求める事項に関する報告書は，その都度速やかに提出すること。 

 

（委託者が行う業務） 

第６条 次に掲げる項目は，委託者が行う業務とする。 

(1) 法定試験，分析業務（水質，汚泥，その他） 

(2) 放流流量計の点検業務 

(3) 産業廃棄物収集運搬処分業務（沈砂，汚泥，焼却灰，廃油，廃材，PCB，その他） 

(4) 委託者が行う計画修繕 

 

（業務に必要とする有資格者） 

第７条 業務に必要とする法令等に基づく有資格者は，次の各号のとおりとする。 

(1) 下水道法施行令第 15 条の３に定める資格を有する技術者 
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(2) エネルギー管理士又は管理員 

(3) 電気主任技術者（第２種） 

(4) ボイラ技士（取扱作業主任者にあっては 1級以上，取扱者にあっては２級以上） 

(5) 第２種酸素欠乏危険作業主任者 

(6) 第１種電気工事士 

(7) 乙種第４類危険物取扱者 

(8) 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 

(9) 玉掛技能講習修了者 

(10) 自動車運転免許（普通以上） 

(11) その他業務履行上必要とする法令等で定められた資格者等 

 

（電気主任技術者の選任） 

第８条 受託者は，水再生センターの自家用電気工作物の工事，維持及び運用の保安を確保するため，

従事者の中から電気主任技術者を選任しなければならない。 

２ 受託者は，当該自家用電気工作物の維持及び運用の主体であり，当該自家用電気工作物につい

て電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 39 条第１項の義務を負うものとする。 

３ 委託者は，当該自家用電気工作物の工事，維持及び運用の保安を確保するにあたり，電気主任

技術者として選任する者の意見を尊重するものとする。 

４ 当該自家用電気工作物の工事，維持及び運用に従事する者は，電気主任技術者として選任する

者がその保安のためにする指示に従うものとする。 

５ 電気主任技術者として選任する者は，当該自家用電気工作物の工事，維持及び運用に関する保

安の監督の職務を誠実に行うこと。 

 

（エネルギー管理員の選任） 

第９条 受託者は，水再生センターのエネルギー使用の合理化を図るために，従業員の中からエネルギ

ー管理員を選任しなければならない。 

２ 受託者は，エネルギーの使用の合理化に関しエネルギーを消費する設備の維持，エネルギーの

使用の改善及び監視並びにエネルギーの使用の合理化に関する設備の維持にかかわる業務の管

理を行うものとする。 

３ 受託者は，エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則（昭和 54 年通商産業省令第 74

号）第 17 条の報告書及び同法（昭和 54 年法律第 49 号）第 87 条第３項の報告に係る書類の作

成をし，業務期間における各年度５月末日までに委託者に提出しなければならない。 

４ エネルギー管理員として選任するものは，その職務を誠実に行わなければならない。 

５ 委託者は，エネルギーの使用の合理化に関し，エネルギー管理員のその職務を行う上での意見

を尊重しなければならない。 

６ エネルギーを使用する設備の維持及び管理に従事する者は，エネルギー管理員がその職務を行

う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。 
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（業務実施計画書に記載する事項及び内容） 

第１０条 業務実施計画書に記載する事項及び内容は，次の各号のとおりとする。 

(1) 業務実施方針 

ア 下水道施設の受容性に鑑み，その目的を達成するための業務における管理思想，業務実施

の基本方針及びその概要等について，業務に対する姿勢及び実現性が把握できるよう記載

すること。 

イ 現受託者からの業務引継における習得目標や効果の確認など，確実かつ円滑に業務を引継

ぐための実施方針について記載すること。 

(2) 組織体制及び人員配置計画 

ア 運転管理業務を遂行するうえで必要な組織及び体制について，その系統及び分担等が明確

に把握できるよう具体的に資格者の配置も含めて記載すること。 

イ 再委託する場合はその体制について記載すること。 

ウ 業務開始に先立って実施する業務準備期間の人員体制，人員配置，引継ぎ方法について具

体的に記載すること。なお，引継ぎ開始日の前日までに総括責任者及び部門責任者全員を

配置すること。 

エ 業務完了時の引継ぎ体制及び方法について記載すること。 

(3) 安全衛生管理体制 

ア 事故，災害等を未然に防止し，安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業

基準，安全衛生に関する計画及び組織体制について記載すること。 

イ 外部侵入者対策について記載すること。 

(4) 運転操作・監視業務実施計画 

ア 水処理・汚泥処理施設の運転操作・監視業務についての体制，人員配置を含めた実施計画

について記載すること。 

イ 中継ポンプ場の監視業務についての体制，人員配置を含めた実施計画について記載するこ

と。 

(5) 保守点検業務実施計画 

水処理・汚泥処理施設を安定的に維持していくための保守点検について，設備点検の内容・

点検頻度・点検要領について具体的に記載すること。（参考：縦覧資料） 

(6) 施設管理業務実施計画 

施設管理の業務毎に対して実施時期，実施方法を具体的に記載すること。 

(7) 省エネルギー等への対応 

ア 水再生センターの省エネ運転方針を記載すること。 

イ 温室効果ガス削減方針について記載すること。 

(8) 環境計測業務実施計画 

業務要求水準を踏まえた業務の体制及び水質管理計画などの実施方法等について具体的に

記載すること。 
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(9) 環境対策 

施設の管理方法について，周辺環境等への配慮という観点から留意点を整理し，具体的な

対処方法等について記載すること。 

(10) 修繕業務実施方針 

ア 修繕に対する実施方針及び体制について記載すること。 

イ 修繕等の実施後の履歴の整理と承継方法について記載すること。 

(11) 物品等の調達及び管理業務実施計画 

施設の運営を行うために必要な電力・薬品・燃料・水道・消耗品，部品の調達方法，効率

的な管理方法及び年間を通じての使用計画等を記載すること。ただし，水道は支払い契約の

みとし，支払対象期間は，委託者と受託者が協議し決定すること。 

(12) コスト縮減の対策 

本委託業務におけるコスト構成の分析を行い，コスト縮減（薬品使用量，燃料使用量，電

気使用量，その他）について記載すること。 

(13) 有資格者 

有資格者リスト及びその配置状況を記載することとし，資格が確認できる資料(資格者証の

写し及び経歴書等）を添付すること。 

(14) 緊急事態への対応 

大雨，台風，地震，重大事故（施設の損壊，設備の重大な損壊，不時の停電，異常流入水，

水質の悪化及び機器異常）等の緊急事態における対応の考え方，体制及び対応手順について

記載すること。なお，非常招集による体制の確保は原則として１時間以内とする。 

(15) その他の書類 

前各号に掲げるもののほか，受託者は，次の書類を作成し添付すること。 

ア 年間作業予定表 

イ 防火責任者及び防火責任者補助者配置計画書 

ウ 故障受付時連絡フロー 

エ 事故発生時連絡フロー 

オ 苦情受付時連絡フロー 

カ その他業務履行上必要な書類 

 

（要求水準未達等の措置） 

第１１条 受託者は，自らの環境計測その他により業務要求水準書に規定する要求基準が未達成となる

おそれが生じた場合は，以下の措置を講じるものとする。 

(1) 委託者に速やかに報告するとともに，その原因の究明を行う。 

(2) 原因が，有害物質の流入等（不可抗力その他の事由で正常な運転確保ができないと委託者

が認めるもの。以下同じ。）以外の場合は，改善のための計画書を作成して，委託者の確認後，

受託者の負担により改善措置を実施する。 

(3) 要求基準項目が正常になるまで，改善措置の効果，改善状況を委託者に報告する。 
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２ 受託者は，要求水準未達が判明した場合は，以下の措置を講じなければならない。 

(1) 委託者の指導，監督にしたがって，速やかに原因の究明と緊急の改善措置を実施する。 

(2) 原因が，有害物質の流入等以外の場合は，委託者の指導，監督にしたがって，改善計画書

を作成し，受託者の負担により改善措置を実施する。 

(3) 要求基準項目が正常になるまで，改善措置の効果，改善状況を委託者に報告する。 

(4) 改善措置の効果の確認にあたっては，計量法に従うものとし，受託者の負担とする。 

３ 受託者が，有害物質の流入等の事実を確認した場合は，受託者及び委託者は以下の措置を講じ

るものとする。 

(1) 受託者が，要求水準の達成，未達成にかかわらず，すみやかに委託者に報告する。 

(2) 委託者は，有害物質の流入等の原因究明と改善措置の実施に努めるものとし，受託者はこ

れに協力するものとする。 

(3) 要求水準の未達成が生じた場合，受託者は，委託者と協議して緊急の改善措置を実施する。 

(4) 受託者は，主体的に改善計画書を作成し，委託者と協議して緊急の改善措置を実施する。 

(5) 受託者は，要求基準項目が正常になるまで，改善措置の効果，改善状況を委託者に報告す

る。 

(6) 回復のために別途要した費用の負担は，委託者と受託者が協議して決定する。 
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特記別表１  

関係法令等一覧 

下水道法 

労働安全衛生法 

労働基準法 

高圧ガス保安法 

環境基本法 

大気汚染防止法 

水質汚濁防止法 

悪臭防止法 

騒音規制法 

振動規制法 

PRTR 法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

エネルギーの使用の合理化に関する法律 

電気事業法 

電力会社供給規程（電気需給約款，再生可能エネルギー電力受給要綱，系統連系要綱等） 

高圧受電設備規程 

内線規程 

電気設備に関する技術基準を定める省令 

電気工事士法 

電気用品安全法 

電気通信事業法 

消防法 

水道法 

道路交通法 

その他関係法令及び条例 
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特記別表２  

業務対象施設一覧 

 施 設 名 称 備 考 

１ 川田水再生センター  

２ 今宮中継ポンプ場 監視業務のみとする。 

３ 不動前中継ポンプ場 〃 

４ 鶴田中継ポンプ場 〃 

５ 大谷中継ポンプ場 〃 

６ 茂原中継ポンプ場 〃 

７ 下栗中継ポンプ場 〃 

８ 石井中継ポンプ場 〃 

９ 竹林中継ポンプ場 〃 

10 西川田中継ポンプ場 〃 

11 戸祭中継ポンプ場 〃 

12 東谷・中島中継ポンプ場 〃 
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特記別表３－１ 

川田水再生センター施設概要 

１ 所 在 地 宇都宮市川田町２４０番地 

２  敷地面積 ９.７２４ [ha] 

３ 排除方式 分流式一部合流 

４ 処理方式 水処理 標準活性汚泥法 

 汚泥処理 濃縮 － 消化 － 脱水 － 場外搬出 

５ 現有処理能力 晴天時日最大 １５９，３００[㎥/日] 

 雨天時時間最大 ２６０,６４０[㎥/日] 

６ 流 入 渠 合流・・ １,４００ □［㎜］ 管底高  ＋８７.５００［ｍ］ 

 分流・・ ２,６００ □［㎜］ 管底高  ＋８７.５００［ｍ］ 

７ 放流先河川 田川（Ｈ.Ｗ.Ｌ ＋９６.３０８［ｍ］） 

８ 工事着手 昭和４９年１１月 

９ 処理開始 昭和５３年 ６月 

１０ 事業計画 

処理区名 排除方式 

全体計画 認可計画 

計画汚水量 
（日最大） 
［㎥／日］ 

面積 
 

［ha］ 

定住人口 
 

［人］ 

計画汚水量 
（日最大） 
［㎥／日］ 

面積 
 

［ha］ 

定住人口 
 

［人］ 

田川第２ 

分流 126,230 5,690.4 237,800 125,500 5,674.1 228,610 

合流 38,220 1,128.5 61,230 11,840 318.5 20,140 

計 164,450 6,818.9 299,030 137,340 5,992.6 248,750 

※平成 29年度認可申請容量計算書より 

 

１１  処理効率及び水質（認可計画） 

流入水質 

 

水質 ［㎎／ℓ］ 除去率 ［％］ 

流入水 放流水 最初沈澱池 反応タンク 
最終沈澱池 

総合 

ＢＯＤ 183 15 40.0 89.1 93.5 

ＳＳ 149 15 50.0 85.0 92.5 

※平成 29年度認可申請容量計算書より 
 
浄化槽汚泥等 

区分 ＢＯＤ ＳＳ 

浄化槽汚泥等（浄化槽汚泥及びし尿の混合汚泥） 6,533 mg/L 15,871 mg/L 
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１２ 主要な施設の概要  

施設名称 個数 構造 能力 摘要 

沈砂池 
３池 重力式平行流矩形池 

水面積負荷 
588.1m3/m2・日 

合流式 
(3/3) 

５池 重力式平行流矩形池 
水面積負荷 
754.8m3/m2・日 

分流式 
(5/5) 

主ポンプ 
４台 立軸斜流渦巻ポンプ 38m3/分 

(2台インバータ制御) 
合流式 
(4/4) 

５台 立軸斜流渦巻ポンプ 28～68m3/分 
(2台インバータ制御) 

分流式 
(5/5) 

最初沈殿池 
４池 矩形放射流式 水面積負荷 

9.7 m3/m2・日 
合流式 
(4/4) 

14池 矩形放射流式 水面積負荷 
31.4 m3/m2・日 

分流式 
(14/18) 

生汚泥ポンプ 
２台 横軸ｽｸﾘｭｰ型ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.3 m3/分 

合流式 
(2/2) 

８台 横軸ｽｸﾘｭｰ型ﾎﾟﾝﾌﾟ 1.3 m3/分 
分流式 
(8/10) 

反応タンク 
１池 全面曝気式矩形池 

滞留時間 9時間 (9/10) 
８池 旋回流片側散気式矩形池 

送風機 ４台 多段ターボブロワ 風量 
150～200 m3/分 

(4/5) 

最終沈殿池 18池 平行流矩形池 
水面積負荷 
19.2m3/m2・日 (18/22) 

返送汚泥ポンプ 14台 横軸ｽｸﾘｭｰ型ﾎﾟﾝﾌﾟ 8.5 m3/分 (14/18) 

余剰汚泥ポンプ ４台 横軸ｽｸﾘｭｰ型ﾎﾟﾝﾌﾟ 2.5 m3/分 (4/4) 

塩素混和池 １池 長方形迂回流式 接触時間 30.7分 (1/1) 

汚泥濃縮タンク 
２槽 重力式 固形物負荷 35.2kg/m2・日 (2/2) 

２台 機械式 運転時間 16.8時間/日 (2/3) 

汚泥消化タンク 
２槽 嫌気一段消化方式 消化日数 47.2日 (2/2) 

２槽 嫌気二段消化方式 消化日数 47.2日 (2/2) 

ガス貯留タンク 
１槽 湿式 容量 1,815.8 m3 (1/1) 

１槽 乾式 容量 3,007.8 m3 (1/1) 

汚泥貯留タンク 
２槽 矩形放射流式 容量 364.5m3 

(3/3) 
１槽 円形槽 容量 707 m3 

汚泥脱水機 ５台 機械式脱水機 運転時間 9.5時間/日 (5/6) 

消化ガス発電施設 ８台 りん酸形燃料電池 定格出力 105kW/台 (8/8) 

管理棟 １棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 発電機室，脱臭設備室， 
脱水機室 

 

塩素滅菌機棟 １棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   

急速ろ過棟 １棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   

消化タンク電気室 １棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   

汚泥前処理棟 １棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   

機械濃縮棟 １棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   

特高受変電設備 １式 鉄骨造 受電容量 約 4,000kVA  

浄化槽汚泥等受入施設 １棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   
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特記別表３－２ 中継ポンプ場施設概要 

 

中継ポンプ場名 所在地 排除方式 
現有能力 
（m3/h） 

使用開始 
年月 

今宮中継ポンプ場 宇都宮市今宮 2丁目 4番 19号 分流式 444.0 S58.10 

不動前中継ポンプ場 宇都宮市宮原 3丁目 2番 23号 分流式 30.0 S58.4 

鶴田中継ポンプ場 宇都宮市鶴田町２４８０番地１ 分流式 1,512.0 S61.1 

大谷中継ポンプ場 宇都宮市駒生町２４４６番地１ 分流式 228.0 S61.12 

茂原中継ポンプ場 宇都宮市茂原町３３５番地５ 分流式 552.0 H4.4 

下栗中継ポンプ場 宇都宮市下栗町７４４番地５ 分流式 504.0 H5.4 

石井中継ポンプ場 宇都宮市石井町３２６１番地３ 分流式 624.0 H6.3 

竹林中継ポンプ場 宇都宮市竹林町７２４番地３ 分流式 1.080.0 H6.3 

西川田中継ポンプ場 宇都宮市西川田町８７２番地２ 分流式 2,664.0 H8.3 

戸祭中継ポンプ場 宇都宮市戸祭町３０１８番地３ 分流式 510.0 H9.5 

東谷・中島中継ポンプ場 宇都宮市東谷町９０７番地２ 分流式 288.0 H15.4 
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特記別表４ 

対象設備概要 
 

１ 沈砂池設備 

項目 合流式 分流式 

型式 重力式平行流矩形池 重力式平行流矩形池 

現有 

処理能力 
４７，６４０［㎥／日］（雨天時時間最大） １８３，４２０［㎥／日］ （時間最大） 

単位 

水面積負荷 
５８８．１［㎥／㎡・日］ ７５４．８［㎥／㎡・日］ 

寸法・池数 
巾 1.5[m]×長 18.0[m]×深 0.392[m] 

×３池 

巾 1.5[m]×長 18.0[m]×深 0.532[m] 

×２池 

巾 3.5[m]×長 18.0[m]×深 0.532[m] 

×３池 

主 

流入ゲート 

電動角型制水扉 

巾1.35[m]×高 1.35[m] ×１門 

電動角型制水扉 

巾2.6[m]×高 2.6[m] ×１門 

流入ゲート 

電動角型制水扉 

巾1.35[m]×高 1.35[m] ×１門 

電動角型制水扉 

巾1.0[m]×高 1.0[m] ×２門 

電動角型制水扉 

巾1.0[m]×高 1.0[m] ×２門 

電動角型制水扉 

巾1.35[m]×高 1.35[m] ×３門 

流出ゲート 
電動角型制水扉 

巾1.0[m]×高 1.0[m] ×３門 

電動角型制水扉 

巾1.0[m]×高 1.0[m] ×２門 

電動角型制水扉 

巾1.35[m]×高 1.35[m] ×３門 

粗目 

スクリーン 

手掻きバースクリーン  ×３面 

巾 1.5[m]×垂直高約 3.8[m]×目巾 0.1[m] 

巾 1.5[m]×垂直高約 3.8[m]×目巾 0.1[m] 

手掻きバースクリーン×２面 

油圧式レーキアーム伸縮形除塵機×２面 

巾3.5[m]×垂直高約3.8[m]×目巾0.05[m] 

沈砂掻揚機 
 

 

V ﾊ゙ ｹｯﾄ付ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙﾁｪｰﾝｺﾝﾍ゙ ﾔ ２基 

掻揚量 1.49［ton/h］× 5.5［kW］ 

集砂・揚砂装置 

ジェットポンプ式集砂ノズル ３基 

噴射圧力 0.59[MPa]  

ジェットポンプ式（揚砂装置） １基 

揚水量 0.6[㎥/min]×揚程 13[m] 

ジェットポンプ式（揚砂装置） ２基 

揚水量 0.6[㎥/min]×揚程 10.5[m] 

ジェットポンプ式集砂ノズル ２基 

噴射圧力 0.59[MPa] 

ジェットポンプ式（揚砂装置） ２基 

揚水量 0.6[㎥/min]×揚程 13[m] 

機械 

スクリーン 

間欠式細目自動除塵機   ３基 

目巾 25[mm]×取付角度 75[°] 

間欠式細目自動除塵機   ２基 

目巾 25[mm]×取付角度 75[°] 

ﾚｰｷ付ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙﾁｪｰﾝｺﾝﾍ゙ ﾔ     ２基 

巾 2.5[m]×高 4.15[m]×目巾 0.025[m] 

かき揚量 2.0［㎥/h］× 1.5［kW］ 
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２ 沈砂池設備（沈砂，スクリーンかす搬出装置） 

沈砂 

搬出ｺﾝﾍﾞﾔ 

フライト付ダブルチェーン式トラフコンベヤ １台 

フライト寸法 0.5[m]× 0.15[m] 機長 7.9[m] 速度 6.0［m/min］ 

トラフ形ベルトコンベヤ     １台 

ベルト巾 0.6[m] 機長 10[m] 速度 20［m/min］ 

トラフ形ベルトコンベヤ     １台 

ベルト巾 0.6[m] 機長 15.7 [m] 速度 20［m/min］ 

沈砂ホッパ 
電動カットゲート式           １台 

容量 5.0［㎥］ 

スクリーンかす 

搬出コンベヤ 

トラフ形ベルトコンベヤ 

ベルト巾 0.6[m] 機長約 24.0 [m] 速度 20［m/min］ ×１台 

トラフ形ベルトコンベヤ 

ベルト巾 0.6[m] 機長約 9.0 [m] 速度 20［m/min］ ×１台 

トラフ形ベルトコンベヤ 

ベルト巾 0.6[m] 機長約 10.5 [m] 速度 20［m/min］ ×１台 

トラフ形ベルトコンベヤ 

ベルト巾 0.6[m] 機長約 6.2 [m] 速度 20［m/min］ ×１台 

トラフ形ベルトコンベヤ 

ベルト巾 0.6[m] 機長約 28.3 [m] 速度 20［m/min］ ×１台 

トラフ形ベルトコンベヤ 

ベルト巾 0.5[m] 機長約 21.0 [m] 速度 30［m/min］ ×１台 

スクリーンかす 

移送装置 

ジェットポンプ式               １台 

吸込口径 100[A] 揚程 15.0 [m] 揚水量 1.0［㎥/min］ 

スクリーンかす 

脱水機 

スクリュー式              １台 

処理量 0.23［㎥/ｈ］ 

スクリーンかす 

分離機 

回転ドラムスクリーン式              １台 

処理量 2.8［㎥/min］ 目巾 3.0 [mm] 

スクリーンかす 

ホッパ 

電動カットゲート式           １台 

容量 5.0［㎥］ 

脱臭設備 

立形活性炭吸着塔            １基 

処理風量184 [㎥/min] 

ｱﾙｶﾘ成分吸着剤3.936[㎥]，酸性成分吸着剤3.936[㎥]，中性成分吸着剤3.936[㎥] 

片吸込ターボファン           ２台 

 風量92 [㎥/min] 静圧2.55 [kPa] 

 

３ 汚水ポンプ 

項目 合流式 分流式 

型式 
立軸斜流渦巻ポンプ 

（二床式） 
立軸斜流渦巻ポンプ 

（二床式） 

口径 ５００φ ５００φ ７００φ ７００φ 

揚水量 ３８［㎥/min］ ２８［㎥/min］ ６０［㎥/min］ ６８［㎥/min］ 

揚程 １６.５［ｍ］ １６.０［ｍ］ １６.０［ｍ］ １６.０［ｍ］ 

電動機出力 １６０［kW］ １３０［kW］ ２６０［kW］ ２６０［kW］ 

台数 
４台 

（内２台インバータ制御） 
１台 

（インバータ制御） 
１台 

（インバータ制御） 
３台 
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４ 最初沈澱池 

項目 合流式 分流式 

型式 矩形放射流式 矩形放射流式 

処 理 水 量 １１，１９０［㎥／日］（日最大） １２６，８９０［㎥／日］（日最大） 

水面積負荷 ３５.０［㎥／㎡・日］ ３５.０［㎥／㎡・日］ 

寸法・池数 
１７.０□［ｍ］×深 ４.０［ｍ］ 

×４池 
１７.０□［ｍ］×深 ３.０［ｍ］ 

×１４池 

１池の池容量 １,１５６［㎥］ ８６７［㎥］ 

引抜汚泥量 
５０．５［㎥／日］ 
（汚泥濃度２.０％） 

５７１.０［㎥／日］ 
（汚泥濃度２.０％） 

 

５ 生汚泥ポンプ  

項 目 合流式 分流式 

型 式 
横軸 

ノンクロック型ポンプ 

横軸 
ﾉﾝｸﾛｯｸ型 
ポンプ 

横軸 
スクリュー型ポンプ 

口 径 １２５φ １５０φ １００φ １００φ １００φ 

吐出量 １.３［㎥/min］ １.３［㎥/min］ １.３［㎥/min］ １.３［㎥/min］ １.３［㎥/min］ 

揚 程 １１［ｍ］ １１［ｍ］ 11.5［ｍ］ １２.５［ｍ］ １６［ｍ］ 

電動機出力 ７．５［kW］ １１［kW］ 7.5［kW］ ５.５［kW］ １１［kW］ 

台 数 １台 
１台 
(予備) 

２台 
(1台予備) 

４台 
(２台予備) 

２台 
(1台予備) 

 

６ スカム処理装置 

型式 ドラムスクリーン型 

ドラム直径 ８００φ 

ドラム幅 ７７１［㎜］ 

有効目巾 ３［㎜］ 

処理量 ３.７２［㎥/min］ 

回転数 約 １ ～ ４［min-1］ 

電動機出力 ０.７５［kW］ 

台数 ２台 
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７ 反応タンク 

 

８ 送風機（曝気ブロワ） 

型式 多段タ－ボブロワ 

口径 
吸込口 ３５０φ 
吐出口 ３００φ 

吸込口 ４５０φ 
吐出口 ３５０φ 

吸込口 ４００φ 
吐出口 ３５０φ 

風量 １５０［㎥/min］※ ２００［㎥/min］※ 

静圧 ６３．７[kPa]（６,５００［mmAq］） 

電動機出力 ２５０［kW］ ３００［kW］ ２９０［kW］ 

台数 ２台 １台 １台 

※ （ 20 ℃，101.3 ｋＰａ，７５ ％RH ） 

型式 
１系 水中機械式撹拌機＋全面曝気式 
２系～９系 旋回流片側散気式 

処理水量 １３８，０８０［㎥／日］（日最大） 

寸法・池数 巾 ６.５［ｍ］×長 １５０.０［ｍ］(２折) ×深 ６.０［ｍ］×９池 

１池の池容量 ５,８５０［㎥］ 

ＢＯＤ・ＳＳ負荷 ０.２［BOD㎏／SS㎏・日］ 

ＭＬＳＳ濃度 夏期 ２,０００ ・ 冬期 １,５００［㎎／ℓ］ 

曝気時間 ９．０［hour］ 

空気倍率 ４.２［倍］ 

Ｓ Ｒ Ｔ 夏期 ７．６ [日]  ・  冬期 ５．３［日］ 
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９ 最終沈澱池 

型式 平行流短形池 

処理水量 １３８，０８０［㎥／日］（日最大） 

寸法・池数 巾 １０.０［ｍ］×長 ４０.０［ｍ］×深 ３.０［ｍ］×１８池 

１池の池容量 １,２００［㎥］ 

水面積負荷 １９．２［㎥／㎡・日］ 

余剰汚泥量 １，６８３［㎥／日］ 

余剰汚泥濃度 ０.６［％］ 

返送汚泥量 ６９，０４０［㎥／日］ 

返送汚泥率 ５０［％］ 

滞留時間 ３.８［hour］ 

 

１０ 余剰汚泥ポンプ 

型式 横軸スクリュー型ポンプ 横軸スクリュー型ポンプ 

口径 φ１５０ φ１５０ 

揚水量 ２.５［㎥/min］ ３．０［㎥/min］ 

楊程 １１．６［ｍ］ １１．６［ｍ］ 

電動機出力 １５［kW］ １５［kW］ 

台数 ２台（内１台予備） ２台（内１台予備） 

 

１１ 返送汚泥ポンプ 

型式 横軸スクリュー型ポンプ 横軸スクリュー型ポンプ 横軸スクリュー型ポンプ 

口径 ３００φ ２００φ ２００φ 

揚水量 ７.０［㎥/min］ ４.０［㎥/min］ ４.０［㎥/min］ 

楊程 ７.０［ｍ］ ７.０［ｍ］ ７.０［ｍ］ 

電動機出力 １８．５［kW］ ２２［kW］ １１［kW］ 

台数 ２台 ５台（内１台予備） ８台（内３台予備） 
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１２ 塩素混和池 

型式 長方形 迂回流式 

処理水量 １３８，０８０［㎥／日］（日最大） 

寸法・池数 巾 ３.５［ｍ］×長 ２４０.０［ｍ］×深 ３.５［ｍ］×１池 

１池の池容量 ２,９４０［㎥］ 

接触時間 ３０．７［min］ 

 

１３ 次亜塩素酸ソ－ダ注入設備 

項目 型式 能力 

№１ 
次亜塩素酸ナトリウム 

注入ポンプ 
ＰＶＣ製ダイヤフラムポンプ 

25φ×1.57L/min×0.5MPa×1 台 
次亜塩素酸ナトリウム 10％ 

№２･３ 
次亜塩素酸ナトリウム 

注入ポンプ 
ＰＶＣ製ダイヤフラムポンプ 

25φ×5.98L/min×0.5MPa×計２台 
次亜塩素酸ナトリウム 10％ 

次亜塩素酸ナトリウム 
貯槽 

立型定置式 
次亜塩素酸ナトリウム 12％溶解 
ポリエチレン製 １9 ㎥ ×３基 

 

１４ 急速ろ過設備 

処理方式 急速ろ過器形式 :下向流式 

処理対象原水 水処理設備終沈流出水 

ろ過速度 最大 ２００［㎥／㎡・日］ 

処理水量 ７０［㎥/h］×３基 

原水水質 Ｓ Ｓ 最 大 ３７.５［ppm］ 平均 １０ ～ ２０［ppm］ 

処理水水質 Ｓ Ｓ 目標値 ５［ppm］以下（日平均） 

薬注方式 
次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素１２％）× 最大 １０［ppm］ 

硫酸バンド（Ａ1203 ８％）× 最大 １０［ppm］ 

※ 現在，水質が良好であるため，硫酸バンドは使用していない。 

 



 - 20 - 

 

１５ １号汚泥前処理設備 

項目 型式 能力・寸法 

汚泥スクリ－ン 
自動裏掻きｽｸﾘｰﾝﾕﾆｯﾄ 

+し渣脱水機 

１.５［㎥/min］ 
1,200W×3,300L×1,650H×2.5mm 

20L/min×1.5kW 

汚泥移送ポンプ 横軸無閉塞型 
１.３［㎥/min］×２０［mH］×１００φ 

×１５［kW］×２台 

洗砂装置 液体ｻｲｸﾛﾝ付ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ 
１.３［㎥/min］３００φ×３,５００Ｌ 

×０.７５［kW］ 

し渣ホッパ 電動開閉式角錘ホッパ ３.０［㎥］（＝１.２□×２.５５Ｈ） 

除砂ホッパ 電動開閉式角錘ホッパ ３.０［㎥］（＝１.２□×２.７Ｈ） 

 

１６ ２号汚泥前処理設備 

項目 型式 能力・寸法 

ドラムスクリ－ン ﾛｰﾀﾘｰﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ 
２.６［㎥/min］ﾄﾞﾗﾑ ８００φ×５００Ｌ 

×１.５［kW］ 

汚泥移送ポンプ 横軸無閉塞型 
２.６［㎥/min］×２０［mH］×１５０φ 

×３０［kW］×２台 

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ 液体ｻｲｸﾛﾝ付ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ ２.６ [㎥/min] ３００φ×４,０００Ｌ 
×０.７５［kW］ 

し渣ホッパ 電動開閉式角錘ホッパ ３.０［㎥］（＝１.２□×２.６Ｈ） 

除砂ホッパ 電動開閉式角錘ホッパ ３.０［㎥］（＝１.２□×２.６Ｈ） 

 

１７ 重力式濃縮タンク 

型式 重力式円形放射流式 

投入汚泥量 
 合流生汚泥  分流生汚泥   
 １．０１ ＋ １１．４２ ＝ １２．４３ ［ton/日］ 
 ５０．５ ＋ ５７１．０ ＝ ６２１．５ ［㎥/日］ 

形状・寸法 径 １５.０［ｍ］×深 ４.０［ｍ］×２槽 

水面積 １７６.６３［㎡］ （ １７６.６３×２槽 ＝ ３５３．２６［㎡］ ） 

容量 ７０６.５［㎥］（ ７０６.５×２槽 ＝ １，４１３［㎥］ ） 

滞留時間 ２４．３［hour］ 
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１８ 重力濃縮汚泥引抜ポンプ 

型式 横軸ネジポンプ 

口径 １２５φ 

揚水量 ８０ ～ ３００［ℓ/min］ 

楊程 ２２［ｍ］ 

電動機出力 ７.５［kW］ 

台数 ４台 (内２台予備) 

 

１９ 機械濃縮設備 

型式 常圧浮上濃縮設備 

仕様 浮上面積１２ｍ２×25ｋｇ-ＤＳ/ｍ２/ｈ×17.1ｋＷ 

投入汚泥量 １０．１０［ton/日］  １，６８３［㎥/日］ 

運転時間 １５．５時間/日 

 

２０ 混合汚泥引抜ポンプ（重力濃縮汚泥＋機械濃縮汚泥） 

型式 横軸ネジポンプ 

口径 １５０φ 

揚水量 １．２［㎥/min］ 

楊程 ３０［ｍ］ 

電動機出力 １５［kW］ 

台数 ２台 (内１台予備) 

 

２１ 機械濃縮棟脱臭設備 

機器名称 形式仕様 台数 

生物脱臭搭 
立型充填搭式生物脱臭搭 

140㎥／min  5.5kW×400V×50Hz 
１基 

活性炭吸着搭 
吊上機内臓型立型ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式 

FRP製ｴﾘﾐﾈｰﾀｰ 2基付属  140㎥／min 
酸性成分吸着剤 2.82㎥ 中性成分吸着剤 2.82㎥ 

１基 

１，２号 
脱臭ファン 

ＦＲＰ製ターボファン  呼び番号 ＃３ 
70㎥／min×2.94kPa 

11kW×4P×400V×50Hz×3φ 
２台 

１，２号 
ろ過水供給ポンプ 

横軸片吸込渦巻ポンプ 
φ100mm×φ80mm 
0.9㎥／min×11mH 

3.7kW×4P×400V×50Hz×3φ 

２台 

ろ過水流入弁 
電動外ねじ仕切弁 
φ150mm×0.108MPa 

0.4kW×4P×400V×50Hz×3φ 
１台 
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２２ 汚泥消化タンク 

 １号汚泥消化タンク ２号汚泥消化タンク 

型式 嫌気性一段消化方式 嫌気性二段消化方式 

投入汚泥量 約３００［㎥／日］ 約６００［㎥／日］ 

形状・寸法 
径 ２０.０［ｍ］×深 １３.０［ｍ］ 

×２槽 
径 ２２.０［ｍ］×深 ３６.３［ｍ］ 

×２槽１組 

槽の容量 約４,５００［㎥］×２槽 約９,０００［㎥］×２槽 

消化日数 ３０［日］ ３０［日］ 

消化温度 ３７［℃］ ３７［℃］ 

 

２３ 消化汚泥引抜ポンプ 

 １号汚泥消化タンク ２号汚泥消化タンク 

型式 無閉塞型汚泥ポンプ 横軸ノンクロック型ポンプ 

口径 １００φ １００φ 

揚水量 １.０［㎥/min］ １.０［㎥/min］ 

揚程 １０［ｍ］ １０［ｍ］ 

電動機出力 ５.５［kW］ ５.５［kW］ 

台数 １台 １台  

 

２４ 消化ガス脱硫装置 

 １ 号 脱 硫 装 置 ２ 号 脱 硫 装 置 

型式 間欠乾式脱硫塔 竪形円筒タンク・乾式脱硫塔 

寸法 
２,０１２φ×６,０５０Ｈ（直胴部） 

×２塔 
２,０００φ×３,８００Ｈ（直胴部） 

×１塔 

脱硫剤充填量 脱硫剤 ６.６７［㎥］×２塔 脱硫剤 １２［㎥］×１塔 

常用圧力 １．９６[kPa] １．９６[kPa] 

処理ガス量 ２００［㎥/h］×２塔 ２００［㎥/h］ 

設置数 ２塔 １塔 

 

２５ 消化ガス貯留タンク 

型式 湿式ガスタンク 乾式ガスタンク 

寸法 １７,０００φ×８,０００Ｈ×１槽 １５,０００φ×２２,９００Ｈ×１槽 

容量 １,８００［㎥］ ３,０００［㎥］ 

ガス圧力 ２．４５[kPa] ２．４５[kPa] 

設置数 １槽 １槽 
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２６ 余剰ガス燃焼装置 

 １号余剰ガス燃焼装置 ２号余剰ガス燃焼装置 

型式 炉内燃焼型 炉内燃焼型 

燃料 消化ガス 消化ガス 

処理ガス量 ５００［N㎥/h］ ３９０［N㎥/h］ 

主力バーナ ＤＷＧ－ＬＢ－５００ ＯＧＶ－４００ 

送風機 ５００㎥/min×０.４９kPa×１１kW １台 
３２０[㎥/min],０．９８[kPa]（１００

[mmAq]）,１５[kW], 
１台 

ガス昇圧ブロワ ５００N㎥/h×３.９２kPa×５．５kW 
３９０[N㎥/h],７．８４[kPa]（８００

[mmAq]）,５.５[kW], 
２台 

 

２７ 消化槽加温用ボイラ 

型式 炉筒煙管式温水ボイラ 炉筒煙管式蒸気ボイラ 

定格換算蒸発量 缶体出力２．７２×１０９J/h ８,４００［㎏/h］ 

最高使用圧力 ０．４９MPa ０．９８MPa 

運転圧力等  ３.０ ～ ４.０［㎏／㎠］ 

伝熱面積 １８．１［㎡］ ７６.９［㎡］ 

ﾎﾞｲﾗ保有水量 
４.６０ [ton] （常用水面時） 
６.０５ [ton] （満 水 時） 

６.８５ [ton] （常用水面時） 
９.０ [ton] （満 水 時） 

最大燃油量 
８８．２［ℓ/h］ （Ａ重油） 
１３８ ［N㎥/h］（消化ガス） 

５０４［㎏/h］ （Ａ重油） 
９３６［N㎥/h］（消化ガス） 

ﾎﾞｲﾗ搬入口寸法 １，７４０Ｗ×２，３１７Ｈ ２,７００Ｗ×３,０００Ｈ 

設置数 １基 １基 
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２８ 汚泥貯留タンク 

型式 矩形槽 

寸法･槽数 ９.０□［ｍ］×深 ４.５［ｍ］×２槽 

容量 ３６４.５［㎥］×２槽 （＝７２９［㎥］） 

汚泥破砕機 
２００φ×０．８［㎥/min］×２.０［ｍ］×５.５［kW］×２台 
２００φ×１．０［㎥/min］×２.１［ｍ］×５.５［kW］×１台 

給泥ポンプ 
無閉塞渦巻ポンプ 

１００φ×０．８[㎥/min]×２８[ｍ]×１５[kW]×２台 
１００φ×０．８[㎥/min]×４０[ｍ]×２２[kW]×１台 

 

型式 円形槽 

寸法･槽数 径 １５.０［ｍ］×深 ６．４［ｍ］×１槽 

容量 ７０７［㎥］ 

攪拌機 

水中ミキサ 
攪拌容量：４００ｍ3 

電動機出力：５．０kW×３φ×４００Ｖ×５０Hz 
２台 

給泥ポンプ 
吸込みスクリュー付汚泥ポンプ 

１００φ×１．０[㎥/min]×３１[ｍ]×１５[kW]×２台 

 

 

２９ 汚泥脱水機 

型式 パッケージ型遠心脱水機（高効率） パッケージ型遠心脱水機（高効率） 

寸法 2,600W×4,400L×2,450H 2,750W×3,100L×3,100H 

汚泥脱水能力 １０［㎥/h］ １０［㎥/h］ 

総合動力 約 ３０［kW］ ２９．６［kW］ 

設置台数 ２台 １台 

 

型式 パッケージ型遠心脱水機 パッケージ型遠心脱水機（高効率） 

寸法 2,700W×4,400L×2,500H 3,300W×5,300L×3,000H 

汚泥脱水能力 １０［㎥/h］ １０［㎥/h］ 

総合動力 約 ３１［kW］ 約 ５３［kW］ 

設置台数 １台 １台 



 - 25 - 

 

３０ 脱水ケーキ搬送設備 

型式 スクリューコンベヤ 

寸法 
羽根径φ400[mm]×機長 21.0 [m] 

×揚程 0[m] 
羽根径φ400[mm]×機長 7.0[m] 

×揚程 1.2[m] 

搬送量 約 5.0[㎥/h] 約 5.0[㎥/h] 

電動機 400[V]×50[Hz]×3[φ]×5.5[kW] 400[V]×50[Hz]×3[φ]×3.7[kW] 

設置台数 １台 １台 

 

型式 スクリューコンベヤ 

寸法 
羽根径φ400[mm]×機長 17.7[m] 

×揚程 0[m] 
羽根径φ400[mm]×機長 14.7[m] 

×揚程 1.964[m] 

搬送量 約 5.0[㎥/h] 約 10.0[㎥/h] 

電動機 400[V]×50[Hz]×3[φ]×5.5[kW] 400[V]×50[Hz]×3[φ]×11.0[kW] 

設置台数 １台 １台 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１ 消化ガス発電施設 

 

型式 フライトコンベヤ 

寸法 巾 600[mm]×機長 20.8[m] 

搬送量 10.2[㎥/h] 

電動機 400[V]×50[Hz]×3[φ]×2.2[kW]×２ 

設置台数 １台 

型式 りん酸形燃料電池 

寸法 長 5.5[m]×巾 2.2[m]×高 3.42[m] 

構造 パッケージ型 

定格出力 105[kW] (全台 840[kW]) 

定格電圧/周波数 210[V]/50[Hz] 

相数 3相 3線式 

設置台数 ８台 
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３２ 浄化槽汚泥等受入施設 

項目 形式 個数 能力 

搬入トラック計量装置 圧力感知式ロードセル １台 30トン 

沈砂槽 
（浄化槽汚泥等，し尿） 鉄筋コンクリート造 ２槽 

1.20㎥ 
1.20㎥ 

受入槽 
（浄化槽汚泥等，し尿） 鉄筋コンクリート造 ２槽 

40.35㎥ 
40.35㎥ 

前処理移送ポンプ 
（し渣スクリーンユニットへ移送） 破砕汚泥ポンプ ３台 0.5㎥/分 

し渣スクリーンユニット 
脱水機構付 
スクリーンユニット ２台 0.67㎥/分 

貯留槽 
（浄化槽汚泥等及びし尿の混合汚泥） 鉄筋コンクリート造 ２槽 

195.20㎥ 
204.80㎥ 

汚泥貯留槽スカム破砕ポンプ 
吸込スクリュー付 
汚泥ポンプ 

２台 3.5㎥/分 

汚泥移送ポンプ 
（希釈槽へ移送） 

無閉塞型 ２台 0.25㎥/分 

希釈槽 鉄筋コンクリート造 １槽 24.80㎥ 

高濃度脱臭装置 円筒充填塔式生物脱臭装置(1段目) 
活性炭吸着塔       (2段目) 

１基 45㎥/分 
45㎥/分 

低濃度脱臭装置 活性炭吸着塔 １基 35㎥/分 

 

３３ 非常用発電設備 

１号発電機 

項目 発電機項目 項目 機関項目 

型式 開放保護 GDK 4031-04 型式 富士ディ－ゼル 12V 27.5X形 

容量 ２,０００［kVA］ 軸出力 ２,４００［PS］ 

電圧 ６,６００［V］ シリンダ内径 ２７５［㎜］ 

電流 １７５［A］ 行程 ３２０［㎜］ 

相数 ３ シリンダ数 １２ 

周波数 ５０［Hz］ サイクル ４ 

力率 ８０［％］ 回転速度 ７５０［min-1］ 

回転速度 ７５０［min-1］ 始動方式 圧縮空気 
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2号発電機 

項目 発電機項目 項目 機関項目 

型式 開放保護 GFC1635E-6 型式 新潟原動機 8L26HX形 

容量 ２,０００［kVA］ 軸出力 １，７６５[kW] 

電圧 ６,６００［V］ シリンダ内径 ２６０［㎜］ 

電流 １７５［A］ 行程 ２７５［㎜］ 

相数 ３ シリンダ数 ８ 

周波数 ５０［Hz］ サイクル ４ 

力率 ８０［％］ 回転速度 １,０００［min-1］ 

回転速度 １,０００［min-1］ 始動方式 圧縮空気 
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特記別表５ 

施設設備の供用開始等の予定 

（令和３年度から令和５年度） 

 

１ 水処理設備 

５号ブロワ増設工事  令和４～５年度 

 

２ 汚泥処理設備 

２系前処理設備更新工事  令和２～３年度 

５号脱水機更新工事  令和２～３年度 

６号脱水機増設工事  令和３～４年度 

２－２消化槽改築更新工事  令和４～５年度 

 

３ その他 

特高受変電設備更新工事  令和３～５年度 
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特記別表６ 

施設管理業務一覧 

１ 管理棟清掃業務 

別表１ 管理棟清掃業務仕様書 

 

２ 除草業務 

別表２ 除草業務仕様書 

 

３ 樹木せん定業務 

別表３ 樹木せん定業務仕様書 

 

４ 汚泥貯留設備その他清掃業務 

別表４ 汚泥貯留設備その他清掃業務仕様書 

 

５ 地下貯蔵タンク清掃点検業務 

別表５ 地下貯蔵タンク清掃点検業務仕様書 

 

６ クレーン点検業務 

別表６ クレーン点検業務仕様書 

 

７ 脱硫剤交換業務 

別表７ 脱硫剤交換業務仕様書 

 

８ エレベータ点検業務 

別表８ エレベータ点検業務仕様書 

 

９ 消防設備点検業務 

別表９ 消防設備点検業務仕様書 

 

１０ ボイラ設備点検業務 

別表 10  ボイラ設備点検業務仕様書 

 

１１ 給水設備清掃点検業務 

別表 11  給水設備清掃点検業務仕様書 

 

 



 - 30 - 

１２ 保護継電器その他試験業務 

別表 12  保護継電器その他試験業務仕様書 

 

１３ 中央監視制御装置その他点検業務 

別表 13 中央監視制御装置その他点検業務仕様書 

 

１４ 送風機点検業務 

別表 14  送風機点検業務仕様書 

 

１５ 汚水ポンプ電動機点検業務 

別表 15 汚水ポンプ電動機点検業務仕様書 

 

１６ 脱臭設備点検業務 

別表 16 脱臭設備点検業務仕様書 

 

１７ 汚泥消化タンク設備熱交換器点検業務 

別表 17 汚泥消化タンク設備熱交換器点検業務仕様書 

 

１８ 脱水汚泥搬出設備等点検業務 

別表 18 脱水汚泥搬出設備等点検業務仕様書 

 

１９ 消化ガス発電施設点検業務 

別表 19 消化ガス発電施設点検業務仕様書 

 

２０ 急速ろ過設備点検業務 

別表 20 急速ろ過設備点検業務仕様書 

 

２１ 送風機電動機点検業務 

別表 21 送風機電動機点検業務仕様書 

 

２２ 冷却塔点検業務 

 別表 22 冷却塔点検業務仕様書 

 

２３ 消化ガスタンク点検業務 

別表 23 消化ガスタンク点検業務仕様書 
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（浄化槽汚泥等受入施設に係る管理業務） 

 

２４ 脱臭設備点検 

別表 24 活性炭交換業務仕様書 

 

２５ 貯留槽清掃業務 

別表 25 貯留槽清掃業務仕様書 

 

２６ 監視制御設備点検業務 

別表 26 監視制御設備点検業務仕様書 

 

２７ 自動扉点検業務 

別表 27 自動扉点検業務仕様書 

 

２８ トラックスケール点検業務 

   別表 28 トラックスケール点検業務仕様書 
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特記別表７（水質試験等） 

 

水質試験等項目 

 

第４条第２項(6)アに基づき，維持管理上必要な試験結果のほか，以下に示す水質試験結

果等を委託者に提出するものとする。 

番号 項  目 番号 項  目 

1 流入水      採取時の気温 22 余剰汚泥    SS（年間） 

2 流入水      水温 23 最初沈殿池   汚泥含水率 

3 流入水      透視度 24 最終沈殿池   汚泥含水率 

4 流入水      BOD 25 濃縮槽     投入汚泥含水率 

5 流入水      COD 26 濃縮槽     引抜汚泥含水率 

6 流入水      ｐH 27 濃縮槽     引抜汚泥有機分率 

7 流入水      SS 28 消化槽     投入汚泥含水率 

8 流入水      大腸菌群数 29 消化槽     投入汚泥有機分率 

9 流入水      T-N 30 消化槽     引抜汚泥含水率 

10 流入水      T-P 31 消化槽     引抜汚泥有機分率 

11 放流水      採取時の気温 32 脱水機     投入汚泥含水率 

12 放流水      水温 33 脱水機     投入汚泥有機分率 

13 放流水      透視度 34 脱水機     脱水汚泥含水率 

14 放流水      BOD 35 脱水機     脱水汚泥有機分率 

15 放流水      COD 36 SRT   （年間） 

16 放流水      ｐH 37 A－SRT（年間） 

17 放流水      SS 38 HRT  （年間） 

18 放流水      大腸菌群数 39 SVI 

19 放流水      T-N 40 エアレーション時間（好気時間） 

20 放流水      T-P 41 滞留時間 

21 反応タンク流入水 SS（年間）  
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第４条第２項(6)イに基づく主な水質計測機器等は以下のとおりである。 

番号 項  目 番号 項  目 

1 ｐＨ計 8 分光光度計（窒素化合物・リン化合物用） 

2 ＤＯ計  （ＢＯＤ用） 9 
高圧蒸気滅菌器 

（大腸菌群，窒素化合物，リン化合物用） 

3 恒温器①（ＢＯＤ用） 10 遠心分離器（汚泥分析用） 

4 恒温器②（大腸菌群用） 11 天秤 

5 乾燥機  （ＳＳ用，滅菌用） 12 純水製造装置 

6 恒温水槽 （ＳＳ・COD用） 13 冷蔵庫 

7 滴定器具 （COD用）  

 


